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図 ５-4 誘導区域の設定《都市中心》 

居住誘導区域  ：用途地域の定められている区域から、法令等により除外する区域（土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾

斜地崩壊危険区域）を除外し、八幡浜市景観計画における海・山景観保全地域に定められている権現山南麓の向灘地

区、および工業地域を除外した区域とする。 

都市機能誘導区域：居住誘導区域のうち、原則として都市再生整備計画区域に定められている区域とする。居住誘導区域から除外される

土砂災害特別警戒区域等に抵触する部分は当然に除外される（左の拡大図）。 
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図 ５-5 誘導区域の設定《副中心》 

居住誘導区域  ：用途地域の定められている区域から、法令等によ

り除外する区域（土砂災害特別警戒区域、地すべ

り防止区域、急傾斜地崩壊危険区域）および工業

地域を除外した区域とする。 

都市機能誘導区域：居住誘導区域のうち、原則として都市再生整備計

画区域に定められている区域とする。居住誘導区

域から除外される土砂災害特別警戒区域等に抵

触する部分は当然に除外される（上の拡大図）。 

 


